
仙台市市街地再開発事業補助金交付要綱取扱い基準の概要
　　　　　　

　補助採択の方針

仙台市都市整備局都心まちづくり課

課題解消の
必要性

地区の重要度

法要件等との整合 法要件等との整合

事業効果の評価

事業の補助採択 事業の補助採択

○まちのにぎわい・活性化等
　・にぎわいへの貢献
　・各種施策との適合
　・空間の利活用

○公共公益施設の整備
　・交通機能の整備
　・防災機能の整備
　・公益施設の整備

　市街地再開発事業による事業効果について，次に示す①必要性，②立地性，③公益性 の視点で評価します。

　事業の補助採択は，市の施策との整合とあわせ
て，本基準に基づく事業効果の評価において一定
の評価を受けた事業について行うこととします。
　

　地区に内在する課題に ついて市街地再開発事業に
よる解消の必要性を評価します。

まちづくり
への貢献度

①必要性

事業効果の評価

②立地性 ③公益性

　市街地再開発事業による地域の活性化，にぎわいの創出，
拠点性の向上，その地区に必要とされる公共公益施設が整備
される事業など，まちづくりへの貢献度を評価します。

市街地再開発事業の補助
　仙台市市街地再開発事業補助金交付要綱に基づき，
予算の範囲内において補助金を交付します。

仙台市都市再開発方針　
　方針には都市再開発法の規定に基づく「1 号市街地」
と「2 号再開発促進地区」を定めるとともに，本市独
自の地区として「再開発誘導地区」を定め，地区ごと
の再開発の目標や整備方針等を定めています。

②　立地性

①　必要性

③　公益性
　本市が取り組む機能集約型市街地
の形成をより効果的に推進するため，
地区の立地的な重要度を評価します。

○地区の課題解消
　・都市機能上の課題解消
　・都市防災上の課題解消
○地区の現況
　

評価の視点

○都市再生緊急整備地域内
○土地の高度利用が求められる地区
○地下鉄駅との近接性

評価の視点
評価の視点

こ　れ　ま　で こ　れ　か　ら

　庁内関係部局で構成する調整会議からの意見を反映
して事業効果を評価します。

予算化 予算化

　事業効果の評価の視点

　本市は機能集約型都市の形成や都心の再生と機能強化のための重要な施策のひとつとして市街地再開発事業を
推進しており，これまで 16 地区において，それぞれの地区の抱える課題を改善するとともに，公共施設や賑わい
を創出し，また土地の高度利用が図られるなど，本市の発展に大きく寄与してきたところです。
　一方、本市の財政事情は，今後も厳しい収支状況が見込まれ，補助金による市街地再開発事業の支援は、限ら
れた予算の中で有効かつ効果的に行っていくことが求められています。
　そこで，今後新たに取り組む市街地再開発事業については，必要性・立地性・公益性の高い事業に補助するも
のとし，事業の評価方法等について定めた「取扱い基準」を策定いたしました。

・土地利用上の課題解消
・生活環境上の課題解消

市の施策との整合市の施策との整合



　手続きの流れ　

　手続きの流れおよび事業効果の評価時期は以下のとおりです。事業効果の評価は，基本計画作成前と事業

計画作成前の二段階で行うものとします。　

※１　準備組合等：仙台市市街地再開発事業補助金交付要綱に規定する「市街地再
　　　　　　　　　開発組合等」と同程度の権利者が参加している組織
※２　準備組合　：仙台市市街地再開発事業補助金交付要綱に規定する「市街地再
　　　　　　　　　開発組合等」

第一段階

第二段階

事業者 仙台市

第一段階

担当課
（専門家派遣）

相談・補助申請

指導・補助決定

相談・補助申請

指導・補助決定

相談・補助申請

指導・補助決定

担当課

担当課

担当課

相　談

指導等

基本計画等作成

まちづくり
の検討

（準備組合等　）

事業計画等作成

・
・

・

計画表等の提出

計画表等の提出

補助採択

補助の継続

第二段階

実施設計
権利変換計画作成等

・
・

・

・
・

・

・
・

・

都市計画決定

事業計画認可・市街地再開発組合の設立認可

権利変換計画認可

事　業　完　了

（準備組合　）

（市街地再開発組合）

※１

※２

事業効果の評価

事業効果の評価

工事着手

工事完了

　基本計画等作成前の段階におい
て，事業者から提出された計画表
に基づき，調整会議からの意見を
反映し事業効果の評価を行い，補
助採択について審査します。

　事業計画等作成前の段階におい
て，事業者から提出された計画表
に基づき，調整会議からの意見を
反映し事業効果の評価を行い，補
助の継続について審査します。な
お，調整会議は，計画に変更が生
じた場合など必要に応じて開催す
るものとします。

　第二段階以降においても，計画
内容に変更が生じた場合は改めて
補助の継続について審査します。

第一段階第一段階

第二段階第二段階

仙台市都市整備局市街地整備部　都心まちづくり課
〒980-8671 仙 台 市 青 葉 区 国 分 町 三 丁 目 7-1
TEL：022-214-8314　　FAX：022-222-2448

お問い合わせ
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